
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
D-CLASS1 

意匠分類記号 
D-CLASS2 

意匠分類の名称 

Ｋ２－４９３ 釣ざお用保護具 

 
D-CLASS4 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｋ２－４９３ 全 釣ざお用保護具 

   

   

   
D-CLASS5 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
D-CLASS6 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D-CLASS7 

この分類に含まれる物品 

釣ざお用さお先保護具 釣ざおガイド保護具  

   

   

   
D-CLASS8 

定義 

 釣りざおの収納時（不使用時）において、先端部や釣り糸用ガイド、リール等を局部的に保護するための

用具。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 釣りざお全体を保護するものは→Ｋ２－７１：釣竿用ケースへ。 

D-CLASS9 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

D-CLASS10 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1159207号 
釣竿収納アダプタ 

登録 1158735号 
釣竿用保護具 

登録 1145013号 
釣竿用保護具 


